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【イギリス】デジタル時代に対応するための放送法の改正 
 

主任調査員 海外立法情報調査室 北村 弥生 

 

＊2024 年 5 月 24 日、インターネットを介したメディアサービスに対応することを目的として

「2024 年メディア法」が制定され、細則の整備に合わせて段階的に施行されている。 

 

1 背景 

公共放送とは、公共の利益のためにテレビ番組を提供することであり、公共放送事業者（以

下「PSB」）1は、その使命を果たすための義務が課されている2。近年、放送環境が劇的に変化

し、技術革新、特に高速のインターネット接続により、視聴者がテレビ番組を放送時間に合わ

せて視聴する形態からオンデマンド視聴への移行が促進され、定額制のオンデマンド番組サー

ビス（以下「ODPS」）3が視聴者の人気を集め、PSB と競合するようになった。音声コマンド

機能付きのスピーカー型端末を用いたインターネットラジオサービスの利用者も増加した。複

数の報告書4において放送の法的枠組みをデジタル時代に対応して改正するよう求められたこ

とを受け、2024 年 5 月 24 日、「2024 年メディア法」5が制定された。 

 

2 2024 年メディア法の概要 

本法律は、全 7 部 56 か条及び附則 12 編から成る。本則の構成は、第 1 部「公共テレビ放送」

（第 1 条～第 27 条）、第 2 部「テレビ選択サービス6におけるプロミネンス7」（第 28 条）、第

3 部「PSB」（第 29 条～第 36 条）、第 4 部「ODPS」（第 37 条～第 40 条）、第 5 部「ラジオ

放送の規制」（第 41 条～第 47 条）、第 6 部「ラジオ選択サービス8規則」（第 48 条）、第 7 部

「雑則及び一般規定」（第 49 条～第 56 条）である。主な内容は次のとおりである。 

（1）ODPS の規制（第 4 部） 

既存の放送事業者と同様の義務の対象とするため、PSB が提供する ODPS 及び主務大臣が規

 
＊ 本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、2025 年 12 月 5 日である。 
1 public service broadcasters. 現在の公共放送事業者は、英国放送協会（BBC）、チャンネル 3（イングランド・ウェ

ールズ：ITV、スコットランド：STV、北アイルランド：UTV）、チャンネル 4、S4C、チャンネル 5 である。 
2 “Media Act 2024: Explanatory Notes.” legislation.gov.uk website <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/15/notes/division/ 

1/index.htm> 以下、本稿の執筆に当たり、同資料のほか、Thomas Brown, “Media Bill: HL Bill 44 of 2023–24,” Library 
Briefing, 2024.2.12. UK Parliament website <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2024-0006/LLN-2024-
0006.pdf> を参照した。 

3 on-demand programme service. インターネットを介し、視聴者が自身の選択した時間に自身の選んだ番組を視聴できる

サービス。2003 年通信法（Communications Act 2003 (c.21) <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21>）第 368A 条 
4 House of Lords Select Committee on Communications and Digital, “Public service broadcasting: as vital as ever,” 2019.11.5.  

Parliament UK Website <https://publications.parliament.uk/pa/ld201919/ldselect/ldcomuni/16/16.pdf>; House of Commons Digital, 
Culture, Media and Sport Committee, “The future of public service broadcasting,” 2021.3.25. Parliament UK website <https://co
mmittees.parliament.uk/publications/5243/documents/52552/default/>; OFCOM, “Small Screen: Big Debate – a five-year review  
of Public Service Broadcasting (2014-18),” 2020.2.27. OFCOM website <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents
/tv-radio-and-on-demand/broadcast-guidance/psb/psb-2020/small-screen-big-debate--a-five-year-review-of-public-service-broadcasting-2
014-2018?v=324649> 

5 Media Act 2024 (c.15). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/15> 
6 television selection service. インターネットを介し、主務大臣が規則で指定するインターネットテレビ機器（ソフト

ウェアを含む。）と結び付いて提供されるサービス。2003 年通信法第 362AE 条 
7 PSB の番組を番組表掲載などにおいて目立つように表示することを義務付ける制度。2003 年通信法第 310 条 
8 radio selection service. インターネット接続機器に音声コマンドを与えることにより、異なる提供者のインターネ

ットラジオサービスを選択し、再生できるサービス。2003 年通信法第 362BA 条 
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則で指定する ODPS（Netflix や Amazon Prime Video など英国外のものも含む。）を、OFCOM9

が策定し、及び施行する基本コード（18 歳未満の者の保護、ニュースの正確性及び公平性、不

快又は有害な内容からの保護等に関する基準を含む。）の対象とする（第 37 条）。OFCOM に

対し、ODPS 提供者の視聴者保護措置（年齢制限表示、コンテンツ警告等）を評価する義務を

課し、視聴者保護措置に関する情報の提供を ODPS 提供者に求めることを認める（第 38 条）。 

（2）PSB に関する法的枠組みの改正（第 1 部及び第 3 部） 

テレビ放送によって果たされるとされていた PSB の使命に関する要件を改正・簡素化し、そ

の使命は広範な視聴覚コンテンツを利用可能にすること（ODPS 等を含む。）により果たされ

るとする（第 1 条）。テレビ放送の割当量（特定の種類のコンテンツを一定量以上制作し、及

び放送することを義務付ける。）に関する規定を改正し、適格な視聴覚コンテンツを利用可能

にすることにより割当量を達成できるものとする（第 8、9、14、17 条）。一方、広告収入が減

少しているチャンネル 4 に対してサービスを継続的に提供するための費用を確実に賄うことを

義務付け（第 29 条）、ウェールズ語専門放送局である S4C のウェールズ語コンテンツの要件

（週 10 時間以上の放送時間）は維持するものとする（第 35 条）。 

（3）テレビ選択サービスのプロミネンス（第 2 部） 

2003 年通信法第 310 条に基づくプロミネンスは、主要なインターネットを介したテレビサー

ビス10には適用されない。新たなプロミネンスとして、全ての指定インターネット番組サービ

ス11は、OFCOM の勧告を受けて主務大臣が指定する全てのテレビ選択サービスにおいて、適切

な程度に目立つように表示され、提供されるものとする（第 28 条）。 

（4）ラジオ（第 5 部及び第 6 部） 

アナログラジオのライセンスに関する要件を改正・廃止する（第 41 条～第 44 条）。ラジオ

選択サービスの提供者は、OFCOM が管理するリストに含まれる、BBC 並びに OFCOM が認可

した英国の商業ラジオ局及び地域ラジオ局がインターネットを介して提供する音声番組（付随

サービスも含む。）をラジオ選択サービスにおいて提供するために、あらゆる合理的な措置を

講じなければならない（第 48 条）。 

 

3 施行 

本法律の第 1 部から第 6 部までの施行期日は、主務大臣の定める規則に委ねられている（第

55 条）。本法律の規定を反映した基準等を OFCOM が策定するとされており、その進捗に応じ

て本法律は段階的に施行されている12。 

 
9 Office of Communications. 2002 年通信庁法（Office of Communications Act 2002 (c.11). <https://www.legislation.go

v.uk/ukpga/2002/11>）に基づき設立された、通信サービスの規制機関。 
10 ODPS、スマートテレビ（インターネットに接続した多機能型のテレビ）、セットトップボックス（テレビに接続

して多様なサービスを受けられるようにする機器）など。 
11 designated internet programme service. BBC が提供するインターネット番組サービス（ODPS 及び少なくとも他の

1 つのサービスにより番組を提供するもの）及び BBC 以外の公共放送事業者が提供し、OFCOM が指定するイン

ターネット番組サービス。2003 年通信法第 362AA 条 
12 “Media Act Implementation.” OFCOM website <https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/Media-Act-Implementation> 
本稿の執筆時点までに 3 件の規則（Media Act 2024 (Commencement No.1) Regulations 2024 (No.858 c.55). 
<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/858>; Media Act 2024 (Commencement No.2 and Transitional and Saving Provisions) 
Regulations 2024 (No.1033 C.70). <https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2024/1033>; Media Act 2024 (Commencement No.3) 
Regulations 2025 (No.1049 C.50). <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2025/1049>）が制定され、2024 年 8 月 23 日に第 4 部全

体及び他の各部の一部条項、同年 10 月 17 日に第 5 部全体、同年 10 月 1 日及び 2026 年 1 月 1 日に第 1 部及び第 3部の

条項が施行された。 
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